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⼊札説明書 
 

九州地⽅環境事務所沖縄奄美⾃然環境事務所の令和８年度⽯⻄礁湖サンゴ群集モニタリング
調査業務に係る⼿続開始の公⽰に基づく指名競争⼊札等については、関係法令に定めるもののほ
か、この⼊札説明書によるものとする。 
※本業務は、技術提案を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する

総合評価落札⽅式の適⽤業務である。 
 
１．⼿続開始の公⽰⽇ 令和８年３⽉４⽇ 
 
２．契約担当官等 

分任⽀出負担⾏為担当官  九州地⽅環境事務所沖縄奄美⾃然環境事務所⻑ ⼤林 圭司 
 
３．業務の概要 
（１）業務名 

令和８年度⽯⻄礁湖サンゴ群集モニタリング調査業務 
（２）業務の⽬的 

本業務は、⽯⻄礁湖⾃然再⽣事業環境省事業実施計画に基づき、⽯⻄礁湖のサンゴ群集
の継続的な評価に向けた基礎情報の蓄積及び普及啓発を⾏うものである。 

（３）業務内容 
本業務は、⽯⻄礁湖⾃然再⽣事業環境省事業実施計画に基づき、⽯⻄礁湖のサンゴ群集

の継続的な評価を⾏うための詳細なモニタリング調査を⾏うとともに、⾃然再⽣に関連し
た普及啓発のため⽯⻄礁湖ポータルウェブサイト管理運営を⾏うものである。 
本業務において、技術提案を求める特定テーマは以下に⽰す事項とする。 
①モニタリングデータの活⽤⽅法について 
②モニタリング項⽬の⾒直しとその⽅法について 

（４）業務の打合せは全 13 回とする。 
（５）主たる部分 
     本業務における「主たる部分」は「設計業務等共通仕様書（⾃然公園編）第３編 設計業

務等共通仕様書」（平成 29 年７⽉環境省 ⾃然環境局）第１章 1.28 号第１項に⽰すとおり
とする。ただし、設計業務等共通仕様書 第１章 1.28 号第２項に規定する「軽微な部分」
は除く。 

（６）再委託の禁⽌ 
本業務について、主たる部分の再委託は認めない。 

（７）成果品 
成果品は次のとおりとする。 
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a 調査報告書 10部（A４判、250⾴程度、⼀部カラー） 
b 以下の電⼦ファイルを保存した電⼦媒体（DVD-R） ２式 
  ・上記aの電⼦版 
  ・モニタリング調査の⽣データ（Excelなど加⼯可能な状態のもの） 
d 情報セキュリティ対策とその実施⽅法及び管理体制に係る書⾯ 
e 資材確認票 
f オフセット印刷⼜はデジタル印刷の⼯程における環境配慮チェックリスト 

（８）履⾏期間 
履⾏期間は、以下のとおり予定している。 
契約締結⽇ 〜 令和９年３⽉26⽇ 

（９）担当部局 
環境省 九州地⽅環境事務所沖縄奄美⾃然環境事務所総務課調整係 
〒900-0022 

沖縄県那覇市樋川1-15-15那覇第⼀地⽅合同庁舎 
電      話 098-836-6400 
電⼦メ−ル nco-naha@env.go.jp 

（10）賃上げを実施する企業の評価 
本業務は、賃上げの実施する企業に対して、総合評価における加点を⾏う業務である。 

（11）その他 
本業務の契約書（案）及び特記仕様書は別添−１、２のとおりである。 

 
４．⼊札⽅式等 
（１）本業務は、技術提案を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定

する総合評価落札⽅式で実施するものである。 
（２）予定価格が 1,000 万円を超える場合、予算決算及び会計令（以下「予決令」という。）（昭

和 22 年勅令第 165 号）第 85 条の基準に基づく調査基準価格を設定する。 
（３）本業務は、参加表明書及び技術提案書（以下「表明書等」という。）の資料提出及び⼊札

を電⼦調達札システムにより⾏う対象業務である。ただし、当初より電⼦調達システムによ
りがたいものは、発注者の承諾を得て紙⼊札⽅式に代えるものとする。 

この場合は、沖縄奄美⾃然環境事務所⼊札⼼得に定める様式２による書⾯を令和８年４
⽉６⽇（⽉）12時までに下記に提出すること。 
この申請の窓⼝及び受付時間は、次のとおりである。 
① 受付窓⼝：３．（９）担当部局に同じ 
② 受付時間：⾏政機関の休⽇に関する法律（昭和63年法律第91号）第１条に規定する⾏

政機関の休⽇（⼟曜⽇、⽇曜⽇、祝⽇及び12⽉29⽇から１⽉３⽇。以下「休⽇」という。）
を除く毎⽇の9時00分〜16時00分（12時から13時までを除く。）まで。 
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③ 電⼦調達システムによる⼿続に⼊った後に、紙⼊札⽅式への途中変更は原則として認め
ないものとするが、応札者側にやむを得ない事情があり、全体⼊札⼿続きに影響がない
と発注者が認めた場合に限り、例外的に認めるものとする。 
以下、本⼊札説明書において、これまでの紙⼊札⽅式による場合の記述部分は全て上記

の発注者の承諾を前提として⾏われるものである。 
 
５．指名されるために必要な要件 

⼊札参加希望者は、以下に⽰す要件を満⾜する場合は、電⼦調達システムにより競争参加
資格確認通知書を通知する。ただし、紙⼊札⽅式による参加者については書⾯により競争参
加資格確認通知書を通知する。なお、競争参加資格確認通知書の⽇は、令和８年３⽉27⽇（⾦）
を予定する。 

（１）⼊札参加者に要求される資格 
① 企業に関する事項 
１）基本的要件 

⼊札に参加しようとする者は、次に掲げる資格を満たしている企業であること。 
a） 予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。）第98条に

おいて準⽤する予決令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 
b） 環境省における令和07・08年度⼀般競争（指名競争）参加資格のうち⾃然環境

共⽣コンサルタント業務の認定を受けており、九州・沖縄地域の競争参加資格
を有する者であること。（会社更⽣法（平成14年法律第154号）に基づき更⽣⼿
続き開始の申⽴てがなされている者⼜は⺠事再⽣法（平成11年法律第225号）
に基づき再⽣⼿続き開始の申⽴てがなされている者については、⼿続き開始の
決定後、環境省が別に定める⼿続に基づく⼀般競争参加資格の再認定を受けて
いること）。 

※上記に掲げる⼀般競争（指名競争）参加資格の認定を受けてない者も参加表明書
等を提出することができるが、その者が⼊札に参加するためには、開札の時にお
いて、当該資格の認定を受けて、かつ、競争参加資格の認定を受けていなければ
ならない。なお、開札⽇は、令和８年４⽉７⽇（⽕）を予定している。 

c） 会社更⽣法に基づき更正⼿続き開始の申⽴てがなされている者⼜は⺠事再⽣
法に基づき再⽣⼿続き開始の申⽴てがなされている者（bの再認定を受けた者
を除く。）でないこと。 

d） 参加表明書の提出期限の⽇から開札の時までの期間に、九州地⽅環境事務所⻑から
建設コンサルタント業務等に関し「⼯事請負契約等に係る指名停⽌等措置要領」（令
和2年12⽉25付け環境会第2012255号）に基づく指名停⽌を受けている期間中でな
いこと。 

e） 警察当局から、暴⼒団員が実質的に経営を⽀配する業者⼜はこれに準ずるものとし
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て、環境省発注の建設コンサルタント業務等からの排除要請があり、当該状態が継
続している者でないこと。 

２）資本関係及び⼈的関係に関する要件 
参加表明書を提出しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係のない

こと。 
a） 資本関係 

以下のいずれかに該当する⼆者の場合。 
ア） 親会社等（会社法（平成17年法律第86号）第２条第４号の２に規定する親会社

等をいう。イ）において同じ。）と⼦会社等（同条第３号の２に規定する⼦会
社等をいう。イ）において同じ。）の関係にある場合 

イ） 親会社等を同じくする⼦会社等同⼠の関係にある場合 
b） ⼈的関係 

以下のいずれかに該当する⼆者の場合。ただしｱ)については、会社等（会社法施
⾏規則（平成18年法務省令第12号）第２条第３項第２号に規定する会社等をいう。
以下同じ。）の⼀⽅が⺠事再⽣法第２条第４号に規定する再⽣⼿続が存続中の会社等
⼜は更⽣会社である場合は除く。 
ア） ⼀⽅の会社等の役員が、他⽅の会社等の役員を現に兼ねている場合 
イ） ⼀⽅の会社等の役員が、他⽅の会社等の⺠事再⽣法第64条第２項⼜は会社更⽣

法第67条第１項の規定により専任された管財⼈（以下「管財⼈」という。）を
現に兼ねている場合 

ウ） ⼀⽅の会社等の管財⼈が、他⽅の会社等の管財⼈を現に兼ねている場合 
３）業務拠点に関する要件 

沖縄奄美⾃然環境事務所管内に営業拠点等を有する者でなければならない。 
※営業拠点等とは、沖縄奄美⾃然環境事務所管内に技術者が１名以上常駐する本社

（店）、⽀社（店）、⼜は営業所等を有していることをいう。 
４）業務実施体制に関する要件 

参加表明書等に⽰される業務実施体制に関し、次の事項に該当しないこと。 
   ・再委託の内容が主たる部分の場合。 
   ・業務の分担構成が、不明確⼜は不⾃然な場合。 

５）参加表明者の同種業務の実績に関する要件 
a） 下記に⽰される同種業務等について、令和３年度以降公⽰⽇までに完了した業務

（再委託による業務の実績は含まない）において１件以上の実績を有すること。 
なお、関連する調査、計画、研究、企画設計、分析、評価、著述等の具体的な業

務を同種業務として認める。 
・同種業務：沖縄県周辺海域における造礁サンゴ類のモニタリング業務 
・類似業務：造礁サンゴ類のモニタリング業務 
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b） 実績として挙げた個々の業務評定点が65点以上であること。ただし、「設計等請
負業務成績評定要領の制定について」（平成20年８⽉13⽇付け環境会発第
080813003号、環⾃総発第080813003号）及び「設計等請負業務成績評定要領の改
定について」（令和4年5⽉19⽇付け環境会発第2205192号）の対象業務以外の業務
は、この限りではない。 

c） 令和５年度から７年度末までに完了した業務のうち、環境省発注の⾃然環境共⽣コ
ンサルタント業務の平均業務評定点が65点以上であること。ただし、100万円を超
える環境省発注業務の実績がない場合は、この限りではない。 

②  予定管理技術者に関する事項 
予定管理技術者については下記の１）、３）、４）に⽰す条件を満たす者であり、２）

の実績を有する者であることとする。 
１）予定管理技術者の資格に関する要件 

下記のいずれかの資格を有する者。 
・技術⼠（環境部⾨：⾃然環境保全、⼜は建設部⾨：建設環境）の資格を有し、技術

⼠法による登録を⾏っている者。 
   ２）予定管理技術者の業務実績に関する要件 

下記の実績を有する者。 
下記に⽰される同種業務等について、平成28年度以降公⽰⽇までに完了した業務にお

いて、１件以上の実績を有する者。 
なお、関連する調査、計画、研究、企画設計、分析、評価、著述等の具体的な業務を

同種業務として認める。 
・同種業務：沖縄県周辺海域における造礁サンゴ類のモニタリング業務 
・類似業務：造礁サンゴ類のモニタリング業務 

ただし、再委託による業務及び照査技術者として従事した業務は除く。 
３）予定管理技術者の⼿持ち業務に関する要件 

令和８年３⽉４⽇現在の⼿持ち業務量（本業務を含まず、特定後未契約のものを含む）
が４億円未満かつ10件未満である者。⼿持ち業務とは、管理技術者、⼜は担当技術者と
なっている契約⾦額500万円以上の業務。 

４）予定管理技術者の業務成績評定点に関する要件 
令和５年度から７年度末までに完了した業務について、担当した環境省発注の⾃然環

境共⽣コンサルタント業務の平均技術者評点が65点以上であること。ただし、100万円を
超える環境省の発注業務の実績がない場合は、この限りではない。 

③ 予定照査技術者の資格要件 
下記の資格を有する者。 
・技術⼠技術⼠ (環境部⾨：⾃然環境保全、⼜は建設部⾨：建設環境)の資格を有し、

技術⼠法による登録を⾏っている者。 
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６．⼊札参加者を指名するための基準 

参加表明者及び予定管理技術者を対象に、以下の項⽬（「企業の評価」、「予定管理技術者の
評価」）について、技術的能⼒の審査を⾏うことを標準とする。 

 
【①企業の評価】 

評価 
項⽬ 

評価の着眼点 
評価点  判断基準 

参
加
表
明
者
の
経
験
及
び
能
⼒ 
 

実
績
等 

専
⾨
技
術
⼒ 

成果の 
確実性 

過去５年間の同種業
務等の実績の内容 

令和３年度以降公⽰⽇までに完了した同
種業務等の実績を評価する。 
① 同種業務の実績（関連する調査研究実

績を含む。）がある。   ：15 点 
② 類似業務の実績（関連する調査研究実

績を含む。）がある。    ： 5 点 
③ ①②以外は選定しない。  ： − 
 

15 点 

成
績 
・ 
表
彰 
 

専
⾨
技
術
⼒ 
 

業務 
評定点 

過去３年間の同じ業
種区分の業務成績 

令和５年度〜令和７年度末までに完了し
た業務のうち、同じ業種区分の環境省発
注業務の平均業務評定点により評価す
る。ただし、100 万円を超える環境省発注
業務の実績がない場合は、この限りでは
ない。 
① 80 点以上         ： ９点 
② 75 点以上 80 点未満     ： ７点 
③ 70 点以上 75 点未満     ： ５点 
④ 65 点以上 70 点未満     ： ２点 
⑤ 実績がない場合            ：  ０点 

 

９点 
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表彰等 過去３年間の業務表
彰の有無 

令和５年度以降公⽰⽇までの同種業務に
係る国（地⽅環境事務所及び⾃然環境事
務所を含む。）、都道府県、公的団体（公
的な学術団体等）の表彰(⾃然環境コンサ
ルタント業務に関する)について、表彰の
内容により評価する。 
① 公的団体、国レベルの表彰あり 

： ９点 
② 都道府県等レベルの表彰あり： ５点 
③ 表彰なし         ： ０点 
 

９点 

ワ ー ク ・ ラ イ
フ・バランス等
の推進に関する
取組状況 
 
※複数（区分 1
〜3）の認定等
に該当する場合
は、最も配点が
⾼い区分により
加点を⾏うもの
とする。 
 
※内閣府男⼥共
同参画局⻑の認
定等相当確認を
受けている外国
法 ⼈ に つ い て
は、相当する各
認定等に準じて
加点する。 

※提案書提出時
点において認定
等期間中である

区分１   

⼥性活躍推進法に基
づく認定（プラチナ
えるぼし認定企業・
えるぼし認定企業） 

① プラチナえるぼし ※１ ：５点 
② ３段階⽬ ※２     ：４点 
③ ２段階⽬ ※２     ：３点 
④ １段階⽬ ※２     ：２点 
⑤ ⾏動計画 ※３     ：１点 
⑥ 認定無し        ：０点 
 
※１ 
⼥性活躍推進法（令和２年６⽉１⽇施⾏）
第 12 条に基づく認定 
※２ 
⼥性活躍推進法第９条に基づく認定。な
お、労働時間等の働き⽅に係る基準は満
たすことが必要。 
※３ 
常時雇⽤する労働者の数が 100 ⼈以下の
事業主に限る（計画期間が満了してない
⾏動計画を策定している場合のみ）。 
 

５点 

区分２   
次世代法に基づく認
定（プラチナくるみ
ん認定企業・くるみ
ん認定企業・トライ
くるみん認定企業） 

① プラチナくるみん   ：４点 
② くるみん（新基準※４）：３点 
③ くるみん（旧基準※５）：２点 
④ トライくるみん    ：２点 
⑤ 認定無し       ：０点 
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こと。 ※４ 
新くるみん認定（改正後認定基準（令和
４年４⽉１⽇施⾏）による認定） 
※５ 
旧くるみん認定（改正前認定基準⼜は改
正省令附則第２条第５項の経過措置によ
る認定） 
 

区分３   

若者雇⽤促進法に基
づく認定（ユースエ
ール認定企業） 

 

① 認定あり         ：4 点 
② 認定無し        ：0 点 

事故及び不誠実
な⾏為 

環境省沖縄奄美⾃然環境事務所⻑から建設コンサルタント業務
等に関し、以下の措置を受けている期間である場合、下記の順位
で評価を減ずる。 
① ⽂書注意（参加表明者の経験及び能⼒に係る評価点満点の

50％相当を減ずる） 
② ⼝頭注意（参加表明者の経験及び能⼒に係る評価点満点の

25％相当を減ずる） 
 

― 
 

 

その他 

地域貢献、環境保全
活動への貢献 

① 取組実績あり        ：１点 
② 取組実績なし        ：０点 

１点 

ISO 等認証の有無 下記の順位で評価する。 
① ISO14001 の認証を有している：１点 
② ISO 等認証を有していない  ：０点 

１点 

⼩計 40 点 

 
※ワーク・ライフ・バランス等推進企業のうち、複数の企業等が共同で事業を⾏う組織等に対す

る加点は下記のとおりとする。 
１ 官公需適格組合として各種認定を取得していれば加点評価する。（当該官公需適格組合
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に所属する⼀部の企業が各種認定を取得している場合は加点評価しない。） 
 ２ 共同企業体（ジョイント・ベンチャー、JV） 
   共同企業体の構成員の該当する各種認定の点数に、各構成員の出資の割合を乗じた点数の

和を⽤いて加点評価する。 
 ３ 共同実施 
   共同実施を⾏う各企業の該当する各種認定の点数に、業務実施割合を乗じた点数の和を⽤

いて加点評価する。 
 
【②予定管理技術者の評価】 

評価 
項⽬ 

評価の着眼点 
評価点  判断基準 

予
定
管
理
技
術
者
の
経
験
及
び
能
⼒ 
 

資
格 
・ 
実
績
等 
 

資
格
要
件 
 

技術者 
資格 
 

技術者資格等、その
専⾨分野の内容 
 

業務において必要とされる技術者資格に
ついて評価する。 
① 技術⼠（環境部⾨:⾃然環境保全、⼜は
建設部⾨：建設環境）の資格を有し、技術
⼠法登録者          ：５点 
② ①以外は選定しない      ：− 
 

5 点 

継続教育 
 

令和７年度の継続教
育（CPD）の点数 

CPD 取得単位を評価する。 
① 50 単位以上        ：５点 
② 25 単位以上 50 単位未満   ：３点 
③ 10 単位以上 25 単位未満   ：１点 
④ 10 単位未満        ：０点 
 

5 点 

専
⾨
技
術
⼒ 

成果の 
確実性 
 

過去 10 年間の同種
業務等の実績の内容 
 

下記の順位で評価する。 
① 平成 28 年度以降公⽰⽇までに完了し
た同種業務の実績（関連する調査研究実績
を含む。）がある。      ：20 点 
② 平成 28 年度以降公⽰⽇までに完了し
た類似業務の実績（関連する調査研究実績
を含む。）がある。      ：10 点 
③ ①②以外は選定しない。   ： − 
 

20 点 

成
績 

専
⾨

業務 
評定点 

過去３年間に担当し
た同じ業種区分の業

令和５年度〜令和７年度末までに完了し
た業務について、担当した同じ業種区分の

５点 
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・ 
表
彰 
 

技
術
⼒ 
 

 務成績 環境省発注の⾃然環境共⽣コンサルタン
ト業務の平均技術者評定点を評価する。な
お、成績評定を受けた環境省の発注業務の
業務実績がない場合には加点しない。 
① 75 点以上         ： ５点 
② 70 点以上 75 点未満     ： ３点 
③ 65 点以上 70 点未満     ： １点 
④ 65 点未満⼜は評価点なし  ： ０点 
 

表彰等 
 

過去３年間の技術者
表彰の有無 
 

過去３年間の同種業務に係る国（地⽅環境
事務所及び⾃然環境事務所を含む。）、都
道府県、公的団体（公的な学会等）の表彰
(⾃然環境コンサルタント業務に関する)
について、表彰の内容により評価する。 
① 公的団体、国レベルの表彰あり 

： 10 点 
② 都道府県等レベルの表彰あり： ５点 
① ③ 表彰なし        ： ０点 
②  

10 点 

 専
任
性 
 

専任性 
 

⼿持ち業務⾦額及び
件数（特定後未契約
のものを含む。） 
 

① ②以外の場合       ：10 点  
② 下記の場合は選定しない。 
全ての⼿持ち業務の契約⾦額の合計が４
億円以上、⼜は⼿持ち業務の件数が 10 件
以上。（⼿持ち業務とは、管理技術者⼜は
担当技術者となっている契約⾦額 500 万
円以上の他の業務を指す。） 
 

10 点 



11 
 

 その他 地域精通度 平成 28 年度以降公⽰⽇までに完了した環
境省沖縄奄美⾃然環境事務所管内での業
務実績の有無について下記の順位で評価
する。 
① ⽯垣⾃然保護官事務所（⽯垣市及び⼋
重⼭郡⽵富町）管内での業務実績あり 

：５点 
②沖縄奄美⾃然環境事務所（沖縄県）管内
での業務実績あり        ：２点 
③ 業務実績なし        ：０点 
ただし、再委託による業務及び照査技術者
として従事した業務は除く。 
 

５点 

⼩計 60 点 
※複数の技術者を評価する場合は、評価点を適宜変動させて配分する。 

 

 
【③業務実施体制】 

評価 
項⽬ 

評価の着⽬点 
評価点  判断基準 

業務実
施体制 

 

業務実施体制の妥当性 
 

 なお、下記のいずれかの項⽬に該当する場
合には選定しない。 
①業務の主たる部分を再委託としている。 
②業務の分担構成が、不明確⼜は不⾃然な
場合。 
 

− 
 

 
合計 100 点 

  ※評価項⽬を設定しなかった場合の評価点は、他の評価項⽬の評価点に振り替えることとする。 
 
７．参加表明書の提出等 
（１）作成⽅法 

電⼦調達システムにより参加表明書を提出する場合は、以下の点に留意すること。 
① 配布された様式（様式−１から様式−10）を基に作成を⾏うものとする。 

⽂字サイズは10ポイント以上、ファイル形式は、Microsoft Word2010 形式以下、Microsoft 
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Excel2010 形式以下、Just System ⼀太郎2011形式以下及びPDFファイル形式に限る。 
② 複数の申請書類は、１つのファイルにまとめ添付資料欄に添付して送信すること。なお、

圧縮することにより１つのファイルにまとめたものは、１つのファイルの提出（圧縮ファ
イルの中に複数のファイル及びファイル形式が混在していても良い。）として認める。ただ
し、圧縮ファイルの形式は、lzh 形式のみを認める。 

なお、提出するファイル容量は７MB以内（圧縮ファイルを活⽤した場合も同様）とし、
やむを得ず申請書及び資料が７MB以上となる場合は分割して送信し、環境省に提出した旨
を連絡し、受信連絡メールを必ず確認すること。電⼦調達システムのデータ上限は10MBと
すること。指定のファイル容量で⼊りきらない場合は必要書類⼀式（電⼦調達システムと
の分割は認めない）を持参⼜は郵送による（書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。）。
また、電⼦調達システムにより次の内容を記載した書⾯（様式⾃由）のみを送信すること。 
１）郵送する旨の表⽰ 
２）郵送する書類の⽬録 
３）郵送する書類のページ数 
４）発送年⽉⽇ 

③ プリントアウト時に規定の枚数内となるように設定しておくこと。なお、送信された参
加表明書のプリントアウトは⽩⿊印刷で⾏う。 

 
（２）関連資料 

①  ５．（１）①５）に⽰す 同種業務の実績として記載した業務に係る契約書等の写しを提
出すること。ただし、当該業務が、⼀般財団法⼈⽇本建設情報総合センターの「業務実績
情報システム（テクリス）」に登録されている場合､または⼀般社団法⼈公共建築協会の｢公
共建築設計情報システム（PUBDIS）｣登録されている場合は、契約書等の写しを提出する
必要はない。 

② 過去３年間に参加表明者が受けた業務表彰の実績が記載されている資料の写しを提出す
ること。 

③ 予定管理技術者に係る技術⼠（環境部⾨：⾃然環境保全、⼜は建設部⾨：建設環境）の
登録証等の写しを提出すること。 

④ 予定管理技術者に係る令和７年度の継続教育（CPD）の点数が記載されている資料の写
しを提出すること。 

⑤ 予定管理技術者が、平成28年度以降公⽰⽇までに完了した業務（５．（１）②２）に⽰
す同種業務）において、管理技術者⼜は担当技術者として従事した業務がある場合は、業
務に係る契約書等の写しを提出すること。 

⑥ 予定管理技術者が令和５年度以降公⽰⽇までに完了した業務（環境省発注業務（建築関
係については関係省庁の発注業務を含む。設計共同体での業務（照査技術者として従事し
た業務は除く。）を含む））がある場合は、成績評定点を確認できる書類（委託業務等成
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績評定通知、業務成績確認書等の写し）を提出すること。 
⑦  過去５年間に予定管理技術者が受けた技術者表彰（優秀技術者表彰等）の実績が記載さ

れている資料の写しを提出すること。 
⑧  予定管理技術者の業務実績として、関連する調査、計画、研究、企画、設計、分析、評

価、著述等を提出する場合は、業務実績を明らかにするために「業務の概要（Ａ４判１枚
程、任意様式）」及び「業務における⽴場と役割（Ａ４判３枚以内、任意様式）」を提出
すること。 

（３）提出期限、提出場所及び提出⽅法 
提出期限：令和８年３⽉24⽇（⽕）16時00分 

ただし、紙⼊札⽅式による場合は、同⽇の16時00分 
提出場所：紙⼊札⽅式による場合は３．（９）担当部局に同じ。 
提出⽅法：電⼦調達システムにより提出すること。ただし、紙⼊札⽅式による場合は持参

⼜は郵送による（書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。）。  
 
８．⾮指名理由について 

参加表明書を提出した者のうち、指名しなかった者に対して、指名しなかった旨及び指名
しなかった理由（以下「⾮指名理由」という）を電⼦調達システムにより通知する。ただし、
紙⼊札⽅式による参加者に対しては、書⾯をもって分任⽀出負担⾏為担当官から通知する。 

  
９．⼊札説明書の内容についての質問の受付及び回答 
（１）質問は、①に、②の期間内に⽂書（沖縄奄美⾃然環境事務所⼊札⼼得に定める様式６）に

より⾏うものとし、持参、郵送⼜は電⼦メ−ルにより提出すること。電⼦メ−ルにより提出
した場合は、９．①に提出した旨を、電話で通知すること。 

① 受付場所 
〒900-0022 

沖縄県那覇市樋川1丁⽬15番15号那覇第⼀地⽅合同庁舎１階 
環境省九州地⽅環境事務所沖縄奄美⾃然環境事務所総務課調整係 
電   話 098-836-6400 
電⼦メ−ル nco-naha@env.go.jp 

② 受付期間 
１）参加表明書に係る質問 

令和８年３⽉４⽇（⽔）〜令和８年３⽉25⽇（⽔）16時00分までの休⽇を除く毎⽇
（12時から13時を除く）。 
２）技術提案書に係る質問 

令和８年３⽉４⽇（⽔）〜令和８年３⽉25⽇（⽔）16時00分までの休⽇を除く毎⽇
（12時から13時を除く）。 
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（２）質問書の提出にあたっては、回答を受ける担当窓⼝の部署、⽒名、電話及び電⼦メ−ルア
ドレスを併記するものとする。 

（３）質問に対する回答は原則として、質問を受理した⽇から７⽇間（休⽇を含まない。）以内
に沖縄奄美⾃然環境事務所 HP への掲載にて⾏う。ただし、質問を受理した⽇から①に⽰す
⽇までの期間が７⽇間に満たない場合は、①に⽰す⽇までに回答を⾏うものとする。 

① 参加表明書に係る質問に対する回答：参加表明書提出期限⽇の２⽇前 
技術提案書に係る質問に対する回答：技術提案書提出期限⽇の３⽇前 

 
10．総合評価に関する事項 
（１）落札者の決定⽅法 

①  指名された⼊札参加者は、「価格」及び「予定管理技術者の経験及び能⼒」、「実施⽅
針など」、「評価テーマに関する技術提案」をもって⼊札をし、予決令第98条において準
⽤する予決令79条の規程に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で⼊札したものの
うち、下記（2)総合評価の⽅法によって得られた数値（以下「評価値」という。）の最も
⾼い者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の⼊札価格によっては、その者によ
り当該契約の内容に適合した履⾏がなされないおそれがあると認められるとき、⼜はその
者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって、著しく不
適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって⼊札した他の者
のうち、評価値の最も⾼い者を落札者とすることがある。 

②  落札者となるべき者の⼊札価格が予決令第85条に基づく調査基準価格を下回る場合は、
予決令第86条の調査を⾏うものとする。 

③  上記において、評価値の最も⾼い者が2⼈以上あるときは、該当者にくじを引かせて落札
者を決める。 

（２）総合評価の⽅法 
①  評価値の算出⽅法 

評価値の算出⽅法は以下のとおりとする。 
評価値＝価格評価点＋技術評価点 

  ② 価格評価点の算出⽅法 
価格評価点の算出⽅法は以下のとおりとし、⼩数５位切り捨て、⼩数４位⽌めとする。 

価格評価点 ＝（価格評価点の配分点）×（１−⼊札価格／予定価格） 
なお、価格評価点の配分点は30点とする。 

③ 技術評価点の算出⽅法 
技術提案書の内容に応じ、下記１）、２）、３）、４）の評価項⽬毎の評価を⾏い、技

術評価点を与える。 
１）予定管理技術者の経験及び能⼒ 
２）実施⽅針など 
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３）特定テーマに関する技術提案 
４）賃上げの実施に関する評価 
 

技術評価点の算出⽅法は、以下のとおりとし、⼩数５位切り捨て、⼩数４位⽌めとする。 
技術評価点＝60点×（技術評価の得点合計／技術評価の配点合計） 
技術評価の得点合計＝ １）に係る評価点 ＋ 技術提案評価点 
技術提案評価点＝ ２）に係る評価点 ＋ ３）に係る評価点 ＋ ４）に係る評価点 
技術点の満点は、技術点の配点の合計（64点）とする 

④  総合評価は、⼊札者の申し込みに係る上記１）、２）、３）、４）により得られた技術
評価点と当該⼊札者から求められる価格評価点の合計値（評価値）をもって⾏う。 

（３）技術評価点を算出するための基準 
技術提案書の内容について、以下の評価項⽬、判断基準並びに評価点は以下のとおりとする。 
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【①予定管理技術者の経験及び能⼒（価格点：技術点=１：２の業務）（標準的な難易度の場合））】 

 
項⽬ 

評価の着眼点    評価点 
 判断基準 （価格点：技術

点=１：２） 
予
定
管
理
技
術
者
の
経
験
及
び
能
⼒ 
 

資
格
・
実
績
等 
 

資
格
要
件 

技術者資
格等 

技術者資格等、
その専⾨分野の
内容 

業務において必要とされる技術者資
格について評価する。 
① 技術⼠（環境部⾨：⾃然環境保全、
⼜は建設部⾨：建設環境）：3 点 
② ①以外は選定しない  ：− 
 

3 点 

継続教育 
 

令和７年度の継
続教育（CPD）
の点数  
 

CPD 取得単位を評価する。 
① 50 単位以上       ：3 点 
② 25 単位以上 50 単位未満：2 点 
③ 10 単位以上 25 単位未満：1 点 
④ 10 単位未満       ：0 点 
 

3 点 

専
⾨
技
術
⼒ 
 

成果の確
実性 
 

過去 10 年間の
同種業務等の実
績の内容 

下記の順位で評価する。 
① 平成 28 年度以降公⽰⽇までに完
了した同種業務の実績（関連する調
査研究実績を含む。）がある。 

：9 点 
② 平成 28 年度以降公⽰⽇までに
完了した類似業務の実績（関連する
調査研究実績を含む。）がある。 

：4 点 
③ ①②以外は選定しない。：− 
 

9 点 

成
績
・
表
彰 
 

専
⾨
技
術
⼒ 
 

業務評定
点 
 

過去３年間に担
当した同じ業種
区分の業務成績 
 

令和５年度〜令和７年度末までに完
了した業務について、担当した同じ
業種区分の環境省発注業務の平均技
術者評定点を評価する。なお、成績
評定を受けた環境省の発注業務の業
務実績がない場合には加点しない。 

７点 
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    ① 75 点以上        ： ７点 
② 70 点以上 75 点未満   ： ５点 
③  65 点以上 70 点未満   ： ４点 
④  65 点未満⼜は評定点なし： 0 点 

 

  表彰等 
 

過去３年間の技
術者表彰の有無 

過去３年間の同種業務に係る国（地
⽅環境事務所及び⾃然環境事務所を
含む。）、都道府県、市町村、公的団
体（公的な学会等）の表彰(⾃然環境
コンサルタント業務に関する)につい
て、表彰の内容により評価する。 
① 国レベルの表彰あり   ： 3 点 
② 都道府県等レベルの表彰あり 

： 2 点 
③ 表彰なし          ： 0 点 
 

3 点 

 専
任
制 
 

専任制 
 

⼿持ち業務⾦額
及び件数（特定
後未契約のもの
を含む） 
 

① ②以外の場合     ： ２点 
② 下記の場合は選定しない。 

・全ての⼿持ち業務の契約⾦額の
合計が４億円以上、⼜は⼿持ち業
務の件数が 10 件以上。 

（⼿持ち業務とは、管理技術者⼜
は担当技術者となっている 500
万円以上の他の業務を指す。） 

 

２点 
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 その他 
 

地域精通度 平成 28 年度以降公⽰⽇までに完了し
た環境省沖縄奄美⾃然環境事務所管
内での業務実績の有無について下記
の順位で評価する。 
① ⽯垣⾃然保護官事務所（⽯垣市及
び⼋重⼭郡⽵富町）管内での業務実
績あり          ：３点 
② 沖縄奄美⾃然環境事務所（沖縄
県）管内での業務実績あり  ：２点 
③ 業務実績なし      ：０点 
ただし、再委託による業務及び照査
技術者として従事した業務は除く。 
 

３点 

⼩計 30 点 
※ 複数の技術者を評価する場合は、評価点を適宜変動させて配分する。 

 
【②実施⽅針（価格点：技術点=１：２の業務（標準的な難易度の場合））】 

評価項⽬ 
評価の着⽬点 評価点 

 判断基準 （価格点：技術
点=１：２） 

実施⽅針・
実施ﾌﾛｰ・ 
⼯程表・ 
その他 

業務の実施⽅針 
 

 ⽬的、条件、内容の理解度が⾼い場
合に優位に評価する。 

9 点 

業務の実施フロー及
び⼯程表等 
 

 業務実施⼿順を⽰す実施フローの妥
当性が⾼い場合に優位に評価する。 

9 点 
 

業務量の把握状況を⽰す⼯程計画の
妥当性が⾼い場合に優位に評価する。 

 その他 
 

 業務に関する知識、有益な代替案、
重要事項の指摘がある場合に優位に評
価する。 

― 
 

 地域の実情を把握した上で、業務の
円滑な実施に関する提案があった場合
には評価する。 

※ 業務の実施⽅針、業務の⼯程表の記述量は、それぞれでＡ４・１枚とする。 
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【③特定テーマ】 
評価項
⽬ 

評価の着⽬点 評価点 
 判断基準 （価格点：技

術点=１：２） 
特定テ
ーマに
対する
技術提
案 

全
体 

特定テーマ間
の整合性 

相互に関連する複数の特定テーマ間の整合性
が⾼い場合は優位に評価し、⽭盾がある等整
合性が著しく悪い場合は特定しない。 

12 点 
 
※１テーマに
つき６点（全
２テーマ） 

特
定
テ
｜
マ 
 

的確性 地形、環境、地域特性などの与条件との整合
性が⾼い場合に優位に評価する。 
必要なキーワード（着眼点、問題点、解決⽅
法等）が網羅されている場合に優位に評価す
る。 
事業の重要度を考慮した提案となっている場
合に優位に評価する。 
事業の難易度に相応しい提案となっている場
合に優位に評価する。 

実現性 
 

提案内容に説得⼒がある場合に優位に評価す
る。 
提案内容を裏付ける類似実績などが明⽰され
ている場合に優位に評価する。 
利⽤しようとする技術基準、資料が適切な場
合に優位に評価する。 
提案内容によって想定される事業費が適切な
場合に優位に評価する。 

有⽤性 ⼯学的知⾒に基づく全く新しい提案がある場
合に優位に評価する。 
周辺分野、異分野技術を援⽤した、⾼度の検
討・解析⼿法の提案がある場合に優位に評価
する。 
複数の既存技術を統合化する提案がある場合
に優位に評価する。 
新⼯法採⽤の提案がある場合に優位に評価す
る。 

※ テーマの記述量は、１テーマにつき原則Ａ４・１枚する。 
 
⼩計（実施⽅針＋特定テーマ） 30 点 
 

【④賃上げの実施に関する評価】 
評価項⽬ 評価基準 評価点 

賃上げの実施に
関する評価 

事業年度（⼜
は暦年）にお
ける賃上げ 

賃上げの実施を表明した企業等 
・⼤企業は、事業年度（⼜は暦年）に

おいて、対前年度⽐（⼜は対前年⽐）

４点 
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で給与等受給者⼀⼈当たりの平均
受給額を３％以上増加させる旨の、
従業員への賃⾦引上げ計画の表明
書（表明する意思がある者のみ提出
すること）の写しを添付すること。 

・中⼩企業等は、事業年度（⼜は暦
年）において、対前年度⽐（対前
年⽐）で給与総額を 1.5％以上増加
させる旨の、従業員への賃⾦引上
げ計画の表明書（表明する意思が
ある者のみ提出すること）の写し
及び前年度の法⼈税申告書別表１
を添付すること。 

 
⼩計 4 点 

 

合計 64 点 
  ※評価項⽬を設定しなかった場合の評価点は、他の評価項⽬の評価点に振り替えることとする。 
 
 
（４）評価内容の担保 

落札者は、技術提案書の内容を業務計画書に明記し、その内容を適切に履⾏すること。 
 
11．技術提案書の提出等 
（１）作成⽅法 

技術提案書の様式は、様式−11〜15に⽰されるとおりとする。なお、⽂字サイズは10ポイ
ント以上とする。 

（２）実施⽅針・実施フロー・⼯程表その他 
 本業務に関する「業務の実施⽅針」及び「業務の実施フロー及び⼯程表」の記載にあたっ
ては、それぞれにつきA４・１枚で簡潔に記載すること。 

（３）特定テーマ 
⼊札説明書３．業務の概要（３）業務内容に⽰した、特定テーマに対する取り組み⽅法を

具体的に記載すること。その記載にあたっては、概念図、出典の明⽰できる図表、既往成果、
現地写真を⽤いることに⽀障はないが、本件のために作成したCG、詳細図⾯等を⽤いること
は認めない。 

記載にあたっては、１テーマにつきA４・１枚で簡潔に記載すること。 
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（４）提出期限、提出場所及び提出⽅法 
提出期限、提出場所及び提出⽅法は、参加表明書を電⼦調達システムにより提出した場合

⼜は紙⼊札⽅式による場合とも同じとする。 
提出期限：令和８年４⽉１⽇（⽔）16時00分 
提出場所：３．（９）に同じ。 
提出⽅法：３部持参⼜は郵送による（書留郵便等の配達の記録が残るものに限る）。 
注  記：参加表明書を電⼦調達システムにより提出した場合は、同⼀の画⾯項⽬のため、 

技術提案書の提出が電⼦調達システムではできない。 
 
（５）既存資料の閲覧 

技術提案書の作成にあたり、以下の資料を閲覧できる。 
閲覧を希望する者は、事前に閲覧の申し込みを⾏うこと。なお、申し込みを⾏わない場合

は、閲覧できない場合がある。 
① 資料名 ：過年度の当該業務報告書 
② 閲覧場所：３．（９）に同じ。 
③ 閲覧期間：公⽰⽇から技術提案書の提出期限の前⽇までの休⽇を除く毎⽇9時00分〜16時

00分まで 
 
12．⼊札及び開札の⽇時及び場所 
（１）⼊札書の受付期間 

① 電⼦調達システムによる場合：令和８年４⽉６⽇（⽉）12時00分まで。 
② ⼊札書を持参する場合（紙⼊札が認められている者）：令和８年４⽉６⽇（⽉）  

12時00分まで。 
③ 場 所：〒900-0022 

沖縄県那覇市樋川1丁⽬15番15号那覇第⼀地⽅合同庁舎１階 
環境省地⽅環境事務所沖縄奄美⾃然環境事務所総務課調整係 

（２）開札⽇時 
① ⽇時：令和８年４⽉７⽇（⽕）10時00分 
② 場所（⼊札書を持参した者が⽴ち会う場合）： 

沖縄県那覇市樋川1丁⽬15番15号那覇第⼀地⽅合同庁舎１階 
環境省九州地⽅環境事務所沖縄奄美⾃然環境事務所会議室 

 
13．⼊札⽅法等 
（１）⼊札書は、電⼦調達システムにより提出すること。ただし、紙⼊札⽅式による場合は、⼊

札書は持参すること。郵送⼜は電送による⼊札は認めない。 
（２）落札決定に当たっては、⼊札書に記載された⾦額に当該⾦額の 100 分の 10 に相当する額
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を加算した⾦額（当該⾦額に１円未満の端数があるときは、その端数⾦額を切り捨てた⾦額）
をもって落札価格とするので、⼊札者は、消費税及び地⽅消費税に係る課税事業者であるか
免税事業者であるかを問わず、⾒積もった契約希望⾦額の 110 分の 100 に相当する⾦額を
⼊札書に記載すること。 

（３）⼊札執⾏回数は、原則として２回を限度とする。 
 
14．⼊札保証⾦及び契約保証⾦ 
（１）⼊札保証⾦  免除。 
（２）契約保証⾦  免除。 
 
15．開札 

開札は、電⼦調達システムにより⾏うこととし、⼊札事務に関係のない職員を⽴ち会
わせて⾏う。⼊札参加者が紙による⼊札を⾏う場合には、当該紙による⼊札参加者は⾃
社等で待機すること。第１回⽬の⼊札において落札者が決定しなかった場合、再度⼊札
に移⾏する。再度⼊札の⽇時等については、発注者から指⽰する。この場合、発注者か
ら再⼊札通知書を送信するので、電⼦調達システム使⽤端末の前でしばらく待機するこ
と。なお、開札処理に時間を要する場合は、発注者から開札状況を電⼦調達システムに
より連絡する。紙による⼊札を⾏う場合には発注者から電話にて通知する。 

  なお、２回⽬の開札時に連絡のつかない⼊札参加者は、⼊札参加の意思がないものと
みなし再度⼊札を辞退したものとして取り扱う。 

 
16．⼊札の無効 

⼿続開始の公⽰に⽰した指名されるために必要な要件のない者のした⼊札、参加表明書に
虚偽の記載をした者のした⼊札、無効の技術提案をした者のした⼊札及び別冊「沖縄奄美⾃
然環境事務所⼊札⼼得」において⽰した条件等⼊札に関する条件に違反した⼊札は無効とし、
無効の⼊札を⾏った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。 

なお、分任⽀出負担⾏為担当官により指名された者であっても、開札の時において指名停
⽌を受けているものその他の開札の時において５．に掲げる要件のないものは、指名される
ために必要な要件のない者に該当する。 

 
17．⼿続における交渉の有無  無 (要) 

 
18．別に配置を求める技術者 
  本業務の⼊札額が調査基準価格を下回る⾦額であった場合においては、予定管理技術者とは

別に、以下の(1)から(3)までのすべての要件を満たす担当技術者を１名配置することとし、低
⼊札価格調査時にその旨が確認できる書⾯を提出すること。その上で、すべての要件を満たす
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担当技術者を配置することが確認できない場合には、「沖縄奄美⾃然環境事務所⼊札⼼得」第
９条第12号の規定により、⼊札に関する条件に違反した⼊札として、その⼊札を無効とする
ものとする。 
（１）予定管理技術者と同等の同種業務実績を有する者 
（２）予定管理技術者と同等の技術者資格を有する者 
（３）過去２年間における業務成績評定点において、65点未満の業務がある者でないこと。 

 
19．契約書作成の要否 

別冊「契約書案」により、契約書を作成するものとする。 
 
20．⽀払条件    

前⾦払：無  部分払：無 
 
21．⽕災保険付保の要否  否 
 
22．苦情申し⽴てに関する事項 
（１）⾮指名理由による苦情申し⽴て 
 ① ８．による⾮指名通知を受けた者は、通知をした⽇の翌⽇から起算して５⽇（休⽇を含ま

ない。）以内に、書⾯（様式は⾃由）を持参⼜は郵送（書留郵便等の配達記録の残るもの
に限る。）することにより、分任⽀出負担⾏為担当官に対して⾮指名理由について説明を
求めることができる。 

② 上記①の回答は、説明を求めることができる最終⽇の翌⽇から起算して５⽇（休⽇を含
む。）以内に書⾯により⾏う。 

③ ⾮指名理由の説明書請求の受付場所、受付時間は以下のとおりである。 
受付場所：３．（９）に同じ 
受付⽇時：休⽇を除く9時00分〜16時00分まで。 

（２）落札者の決定結果に不服がある者に対する理由の説明 
① 総合評価落札⽅式における⾮落札者のうち、落札者の決定結果に対して不服がある者は、 

分任⽀出負担⾏為担当官に対して⾮落札理由についての説明を落札者決定の⽇の翌⽇から
起算して５⽇（休⽇を除く。）以内に書⾯を持参⼜は郵送（書留郵便等の配達記録の残るも
のに限る。）することにより、求めることができる。 

② ①の⾮落札理由について説明を求められときは、説明を求めることができる最終⽇の翌⽇か
ら起算して５⽇（休⽇を除く。）以内に書⾯により回答する。 

③  ⾮指名理由の説明書請求の受付場所、受付時間は以下のとおりである。 
受付場所：３．（９）に同じ 
受付⽇時：休⽇を除く9時00分〜16時00分まで。 
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23．関連情報を⼊⼿するための照会窓⼝ 

３．（９）に同じ。 
 
24．その他の留意事項 
（１）契約等の⼿続において使⽤する⾔語及び通貨は、⽇本語及び⽇本国通貨に限る。 
（２）⼊札参加者は、別冊「沖縄奄美⾃然環境事務所⼊札⼼得」及び別冊「契約書案」を熟読し、

別冊「沖縄奄美⾃然環境事務所⼊札⼼得」を遵守すること。 
（３）参加表明書及び技術提案書に虚偽の記載をした場合においては、参加表明書及び技術提案

書を無効とするとともに、指名停⽌を⾏うことがある。 
（４）同種業務の実績については、我が国及び WTO 政府調達協定締約国その他建設市場が開放

的であると認められる国等以外の国⼜は地域に主たる営業所を有する建設コンサルタント
等にあっては、我が国における同種業務の実績をもって判断するものとする。 

（５）本業務を受注したコンサルタント及び、本業務を受注したコンサルタントと資本・⼈事⾯
等において関連があると認められた製造業者⼜は建設業者は、本業務に係る⼯事の⼊札に参
加し⼜は当該⼯事を請け負うことができない。 

上記の「本業務を受注した建設コンサルタントと資本・⼈事⾯において関連」があると
は、次の①⼜は②に該当することをいう。 
① 本業務を受注した建設コンサルタントの発⾏済み株式総数の100分の50を超える株式

を保有し、⼜はその出資の総額の100分の50を超える出資をしていることをいう。 
② 製造業者⼜は建設業者の代表権を有する役員が本業務を受注した建設コンサルタント

の代表権を有する役員を兼ねている場合におけることをいう。 
（６）提出期限までに参加表明書を提出しない者及び⾮指名通知を受けた者は、技術提案書を提

出できないものとする。 
（７）参加表明書及び技術提案書の審査のための追加資料の作成に関する費⽤は、提出者の負担

とする。 
（８）参加表明書及び技術提案書に虚偽の記載をした場合には、参加表明書及び技術提案書を無

効とするとともに、虚偽の記載をした者に対して指名停⽌の措置を⾏うことがある。 
また、提出された参加表明書及び技術提案書が下記のいずれかに該当する場合は、原則

その参加表明書及び技術提案書を無効とする。 
・参加表明書、技術提案書の全部⼜は⼀部が提出されていない場合 
・参加表明書、技術提案書と無関係な書類である場合 
・他の業務の参加表明書、技術提案書である場合 
・⽩紙である場合 
・⼊札説明書に指⽰された項⽬を満たしていない場合 
・発注者名に誤りがある場合 
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・発注案件名に誤りがある場合 
・提出業者名に誤りがある場合 
・その他未提出⼜は不備がある場合 

（９）提出された参加表明書及び技術提案書は返却しない。なお、提出された参加表明書及び技
術提案書は、選定及び技術点の算定以外に提出者に無断で使⽤しない。 

（10）提出期限以降における参加表明書、技術提案書及び資料の差し替え及び再提出は認めな
い。 

また、参加表明書に記載した予定管理技術者は、原則として変更できない。但し、病休、
死亡、退職等のやむを得ない理由により変更を⾏う場合には、同等以上の技術者であると
の発注者の了解を得なければならない。 

（11）電⼦調達システムの操作及び障害発⽣時の問い合わせ先 
全省庁共通電⼦調達システムホームページアドレスhttps://www.geps.go.jp/ 
ただし、⼊札の締め切り時間が切迫している等、緊急を要する場合には、３．（９）担

当部局に連絡すること。 
（12）評価値の最も⾼い者が２者以上あるときは、くじへ移⾏する。くじの⽇時及び場所につ

いては、発注者から電話等により指⽰する。 
（13）本業務について、発注者が⾒積を取得して歩掛を作成する場合、作成した歩掛を⼊札⽇

前⽇から起算して５⽇以前に⼊札参加者に開⽰することがある。 
（14）特定された技術提案書の内容については、当該業務の業務計画書に明記し、適切に履⾏

するものとする。 
（15）業務計画書に明記された技術提案書の内容が受注者の責めにより実施されなかった場合

は、業務成績評定を３点減ずる等の措置を⾏う。 
（16）「設計等請負業務成績評定要領の制定について」（平成 20 年８⽉ 13 ⽇付け環境会発第

080813003 号、環⾃総発第 080813003 号）及び「設計等請負業務成績評定要領の改定につ
いて」（令和 4 年 5 ⽉ 19 ⽇付け環境会発第 2205192 号）に基づく業務成績を原則として評
価の対象とする。 

（17）契約締結⽇までに令和８年度の予算（暫定予算を含む。）が成⽴しなかった場合は、契約
締結⽇は、予算が成⽴した⽇以降とする。 

   また、暫定予算になった場合、全体の契約期間に対する暫定予算の期間分のみの契約と
する場合がある。 

 


